
土地改良事業計画設計基準 計画「排水」
改定の概要（案）

農村振興局

資料１－１

平成31年２月22日

○基準及び運用・解説（案）の表記について

青字下線：H30.10.26技術小委員会時点の改定（案）

赤字下線：H30.10.26技術小委員会からの改定（案）



１．排水事業の目的と効果 1

＜ゼロメートル地帯を守る排水機場＞＜汎用化による畑作物（玉ねぎ）の生産＞
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事業実施前
（平成2年9月29日）

総降水量191mm

事業完了後
（平成20年8月28日）

総降水量226mm

110ha

0ha

（愛知県豊橋市・豊川市）

＜排水機場新設による湛水被害解消＞

（ha）

（北海道中富良野町）

○ 高収益作物への転換
○ 農作物の品質向上・収量増

○ 農用地の過剰な水を排除して、
農作物を湿害から守り、土地利用の
安定性の増大及び生産力の向上

○ 都市化や混住化が進行する農村地域におい
て、豪雨及び地震の発生等、災害リスクの高
まりに対応し、排水機能を改善して災害の未
然防止又は軽減を図る

○ 湛水被害等の災害防止
○ 防災・減災力の強化

目的

効果

（愛知県西部）

日光川河口排水機場
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２．計画基準「排水」の改定検討の内容

○ 排水事業に係る計画基準「排水」は平成18年の改定から10年以上が経過。
○ この間、平成28年8月閣議決定の「土地改良長期計画」において、「豊かで競争力ある農業」の観点から「高収益

作物への転換による所得の増加」、また、「強くてしなやかな農業・農村」の観点から「老朽化や災害リスクに対応
した農業水利施設の戦略的な保全管理と機能強化」が掲げられている。

○ また、同長期計画において、「農業水利施設の機能強化による災害リスクの低減」を推進し、豪雨や地震による災害
に強い農村社会の形成に寄与するため、排水機場や排水路の整備等を計画的かつ効率的に推進し、重要度の高い国営造
成施設を中心に耐震照査を実施し、将来の気候変動等の災害リスクも考慮した施設の在り方の検討に着手することとさ
れたところ。

○ このような動きに対応した排水対策となるよう、計画基準「排水」の改定が必要。

○本計画基準に関する主な農政の動向
・H26年 国土強靱化基本計画の策定
・H26年 インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定
・H27年 食料・農業・農村基本計画の改定
・老朽化に対応した農業水利施設の持続的な保全管理

「戦略的な保全管理」、「情報の蓄積」

・農村地域の強靱化に向けた防災・減災対策
「農業水利施設の耐震化」、「洪水被害防止等の対策」

・H27年 農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）の改定
・H28年 土地改良長期計画の改定

農業生産の拡大・多様化による収益の増大
「野菜等の高収益作物を中心とした営農体系への転換」

農村協働力を活かした地域資源の保全管理体制の強化
「多面的機能の維持・発揮」、「地域資源の保全管理体制の強化」

農業水利施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減
「戦略的な保全管理」、「リスク管理」、「施設情報の共有化」、
「新技術の開発・導入」

農業水利施設の機能強化による災害の低減
「耐震照査」、「気候変動等の災害リスクも考慮した施設の検討」

農村協働力を活かした防災・減災力の強化
「防災・減災活動等のソフト対策の推進」、
「農地や農業水利施設等が有する減災機能の活用」

○検討項目

施策6

施策10

施策11

施策12
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【農業生産の多様化や自然災害リスクの高まりに対応
した計画の策定】
野菜等高収益作物の作付の推進や、豪雨等に対応するため、

計画策定（計画排水量など）に当たり検討すべき事項について
記載。

【農業水利施設の戦略的な保全管理の実施】
施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的

な保全管理を推進することについて記載。

【ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災
対策】
農業水利施設の浸水被害軽減対策や耐震対策、ＢＣＰ策定等

のハード・ソフト対策について記載。

【技術の進展等に応じた効率的・効果的な事業の実施】
技術の進展等を踏まえた排水対策に係る新たな取組（ICTの導入

など）について記載。

施策1



３．計画基準の内容及び構成

○ 計画基準は、土地改良法（昭和24年法律第195号）に基づく土地改良事業計画の作成に当たり必要となる
調査計画手法の基本的事項を定めるもの。

＜構成＞
○ 計画基準は、基準書及び技術書から構成。
○ 基準書は、①基準本文（事務次官通知）②基準の運用（農村振興局長通知）③基準及び運用の解説（課長通知）
から構成

①基準本文
（事務次官通知）

計画に際し、遵守すべ
き普遍性、規範性の

高い事項

②基準の運用
（農村振興局長通知）

計画基準の具体的な
運用に当たって遵守

すべき内容

③基準及び運用の解説
（課長通知）

①、②で規定した事項
に対する解説

基準書

（課長通知）
基準書に記載されていない各種技術解説

技術書

○ 平成29年12月６日、食料・農業・農村政策審議会（農業農村振興整備部会）に基準改定を諮問。諮問された内容は同
部会の技術小委員会に付託され審議されているところ。

○ 諮問に対する答申の対象は、基準書（上記①～③）のうち「①基準本文」。
○ なお、技術書は、主として今回の基準改定で検討される事項を含め、最新技術の解説や具体的な取組事例を記載予定。

計画基準

3



４．主要な改定項目

（１）農業生産の多様化や自然災害リスクの高まりに対応した計画の策定

○ 土地改良長期計画において、野菜等の高収益作物を中心とした営農体系への転換を促すため、水田における
畑作物の導入と品質向上・収量増を可能とする排水改良を推進するとともに、豪雨等による湛水被害を防止し、
災害に強い農村社会の形成に寄与するため、排水機場及び排水路の整備等を計画的かつ効率的に推進することが
位置付けられているところ。
また、将来の気候変動等の災害リスクも考慮した施設の在り方の検討にも着手することが必要。

課 題

○ 野菜等高収益作物の作付の推進及び豪雨等の自然災害リスクの高まりを踏まえ、事業計画の作成に当たり検討
すべき事項を基準書に記載。

検討の方向
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＜豪雨の増加＞

平成28年台風第１１号・９号による湛水被害
（北海道北見市）

＜豪雨による被害＞

てんさい たまねぎ

平成27年関東・東北豪雨による排水機場の湛水被害
（茨城県下妻市）



４．主要な改定項目

（２）農業水利施設の戦略的な保全管理の実施

○ 土地改良長期計画において、農業水利施設の機能を将来にわたって安定的に発揮させるため、財政の健全化
との両立にも留意しつつ、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理を推進する
ことが位置付けられているところ。

○ 現行基準には、排水施設の機能低下状況に応じた補修及び長寿命化に関する記載がないことから、効率的な
機能保全対策に関する記載を基準に追加することが必要。

課 題

○ 設計基準「ポンプ場」並びに農業水利施設の機能保全の手引き「開水路」及び「ポンプ場（ポンプ設備）」
を踏まえ、機能保全対策に関する記載を基準書に追加。

検討の方向
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出典：農林水産省 農業水利施設の機能保全の手引き

＜基幹的農業水利施設の老朽化状況＞ ＜ストックマネジメントのサイクル＞

（情報共有）

対策工事

補修

補強
更新

施設監視
機能保全計画
の策定

日常管理

機能診断

（施設監視）

データの蓄積

出典：農林水産省調べ
※基幹的農業水利施設（受益面積100ha以上の農業水利施設）
の資産価値（再建設費ベース）



４．主要な改定項目

（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策

○ 土地改良長期計画において、高まる自然災害リスクに備えるため、施設の耐震化等のハード対策及び農村協働力
を活かしたソフト対策を組み合わせることとされているところ。

○ 今後、農業水利施設の浸水被害軽減対策及び耐震対策並びに業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等のハード・ソフト
対策に関する記載を基準に追加することが必要。

課 題

○ 集中豪雨の増加による排水機場の浸水被害を軽減する対策を基準書に追加。
○ 大規模地震の発生に対応するため、耐震対策を基準書に追加。
○ 管理面において、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定及び田んぼダムの活用等、地域の防災力強化に繋がるソフト
対策に関する記載を基準書に追加。

検討の方向
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＜浸水被害の軽減対策＞

・開⼝部の⾼さを想定浸⽔位以上に設定し、建屋
の構造を鉄筋コンクリート造に変更

＜田んぼダムの活用＞

・排⽔⼝に排⽔管より⼩さな⽳の開いた調整板を設置し、
⽔の流出を抑制し、多くの⽥んぼで取り組むことで、⼤⾬
の時に⽔⽥内に⽔を貯留させ下流域の洪⽔被害を軽減

＜業務継続計画（ＢＣＰ）の策定＞

・農業⽔利施設の被災後、被害を最⼩限に留める
とともに、可能な限り短い期間で機能を回復

窓や排気ダクト等の開口部の
高さを想定浸水位以上に設定

建屋の構造を鉄筋コンクリート
構造に変更



＜次世代型水管理システムの研究開発＞

４．主要な改定項目

（４）技術の進展等に応じた効率的・効果的な事業の実施

○ 土地改良事業の適正かつ効率的な施行に資することを目的とした基準について、技術の進展等に応じて、これ
まで適宜改定を行ってきたところ。

○ 現行基準は前回の改定から10年以上が経過しており、その間に排水施設に関する新たな技術が研究開発されて
いる状況を踏まえ、技術の活用に関する記載を基準に追加する必要。

課 題

○ 自然災害リスクの高まりに対応するための新たな取組（豪雨・地震時におけるため池の危険度及び被害予測を
リアルタイムで情報提供するシステム並びに次世代型水管理システム等）について基準書に追加。

検討の方向
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土石流

道路

ため池

溢水や氾濫
の範囲

避難所

学校

ため池

被害情報状況図

ため池防災支援システム

関係者への
情報提供

地方公共団体、ため池管理者
等の速やかな情報共有が可能

情報の活用

気象庁からの地震情報や降雨
情報を基に、下流域の被害予
測等をリアルタイムで実施

＜ため池防災支援システムの研究開発＞

・豪⾬・地震時におけるため池の危険度や周辺地域の被害予測を
リアルタイムで情報提供するシステムを研究開発中

既存の基幹システムの
遠方操作監視制御システム

ほ場から広域まで
シームレスな水管理

連携

・ほ場レベルと広域レベルの⽔管理を連携させて、シームレスに監視・制御する
ことにより、地区全体で適切に⽤排⽔を管理する農業⽔利システムを構築

排水機場

分水工
（支線）

排水路
循環ポンプ

ダム・水源 頭首工

中央水管理
センター
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